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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
が
公
表
し
た
「
外
交
文
書
の
欠
落
問
題
に
関
す
る
調
査
委
員
会
」
の
調
査
報
告
書
に

関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
が
公
表
し
た
「
外
交
文
書
の
欠
落
問
題
に
関
す
る
調
査
委
員
会
」
の
調
査
報
告

書
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
調
査
報
告
書
（
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
十
五
名
の
関
係
者
の
う

ち
、
現
職
の
外
務
省
職
員
は
九
名
、
既
に
外
務
省
を
退
職
し
て
い
る
者
は
六
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
者
の
官
職
氏
名
に

つ
い
て
は
、
吉
野
文
六
元
ア
メ
リ
カ
局
長
（
退
職
時
の
官
職
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
、
東
郷
和
彦
元

条
約
局
長
（
退
職
時
の
官
職
は
オ
ラ
ン
ダ
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
、
谷
内
正
太
郎
元
条
約
局
長
（
退
職
時
の
官
職
は
外
務

事
務
次
官
）
、
藤
�
一
郎
元
北
米
局
長
（
現
在
の
官
職
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
は
、
報
告
書
の
文
脈
上
、

氏
名
を
公
表
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
人
の
了
承
を
得
て
公
表
し
た
が
、
そ
の
他
の
関
係
者
に
つ
い

て
は
、
非
公
表
・
非
公
開
を
条
件
に
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
官
職
氏
名
を
公
表
す
る
こ
と
は
差
し
控

え
た
い
。

三
に
つ
い
て

現
在
、
聞
き
取
り
調
査
を
記
録
し
た
文
書
を
作
成
す
る
た
め
に
作
業
中
で
あ
る
。

一



四
及
び
五
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
一
連
の
外
交
文
書
の
欠
落
問
題
に
つ
い
て
、
岡
田
克
也
外
務
大
臣
を
委
員
長
と
す
る
御
指
摘
の
「
調

査
委
員
会
」
を
設
置
し
、
外
部
委
員
と
共
に
、
必
要
と
考
え
得
る
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
う
な
ど
、
真
相
解
明

の
た
め
に
最
大
限
の
努
力
を
行
い
、
今
回
、
報
告
書
を
公
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
本

件
に
関
し
て
こ
れ
以
上
の
調
査
を
行
う
予
定
は
な
い
が
、
報
告
書
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
文
書
管
理
体
制
の
問
題
点
も
踏
ま

え
、
引
き
続
き
文
書
管
理
体
制
の
強
化
・
改
善
を
進
め
、
国
民
の
信
頼
回
復
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二


